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（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人道南福祉ねっと（以下、「法人」という。）が開設する指定短期入所事業所

（以下「事業所」という。）が行う「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」（以下、「法」という。）に基づく指定短期入所事業（以下、「事業」という。）の適正な運営を

確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障

害者又は障害児（以下、「利用者」という。）に対し、適切な指定短期入所を提供することを目的

とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 この事業所が実施する事業は、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由によ

り、短期間の入所を必要とする利用者につき、短期間の入所を提供し、必要な支援及び援助を行

うものとする。 

２ 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人権を尊重して、常に利用者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めるものとする。 

３ 事業の実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業

者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 

４ 事業の実施にあたっては、前三項の他、関係法令等を遵守する。               

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

○ ショートステイノエル 

北海道茅部郡森町新川町２８０番地２ 

・ ショートステイゆくり 

北海道茅部郡森町新川町２８０番地１ 

・ ショートステイウェル 

北海道茅部郡森町新川町２１１番地１ 

・ ショートステイあかり 

北海道茅部郡森町新川町２１１番地１ 

・ ショートステイあゆむ 

北海道茅部郡森町新川町２７８番地２ 

・ ショートステイ桜木 

北海道茅部郡森町字上台町１７７番地 

・ ショートステイ木の葉 

北海道茅部郡森町字上台町１７８番地 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する従業者の職種、員数は次のとおりとする。 

職種 員数 備考 

管理者 非常勤１名 サービス管理責任者兼務 

サービス管理責任者 常勤１名、非常勤１名 
・管理者兼務 

・世話人・生活支援員兼務 

栄養士 常勤１名  世話人・生活支援員兼務 

世話人 常勤１９名、非常勤５名 生活支援員兼務 

生活支援員 常勤１９名、非常勤５名 世話人兼務 

地域生活個別支援専門員 常勤１名 世話人・生活支援員兼務 

 

２ 管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行う。 

３ サービス管理責任者は、次の業務及び短期入所に係るサービスの向上に必要な措置を講じる

ものとする。 

（１）利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者に対する照会等によ

り、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握



 - 2 - 

 

 

すること。 

（２）指定短期入所の提供にあたって、利用者について、事業所等との連携及び調整並びに余暇

活動について、利用者が自立した社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。 

（３）他の従業者に対する技術指導又は助言を行うこと。 

４ 世話人は、食事その他の家事、生活等に関する相談及び助言その他の日常生活上の援助を行

う。 

５ 生活支援員は、入浴、排せつ及び食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う。 

第５条 事業所は、入居者に利用されていない居室を利用して事業を行う。 

（サービスの提供） 

第６条 事業所は、指定短期入所の提供にあたっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の

自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うものとする。 

２ 事業所は、適切な方法により利用者を入浴させ又は清拭を行うものとする。 

３ 事業所は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該事業所の従業者以外の者によ

る支援を受けさせてはならないものとする。 

４ 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、

適切な時間に行うものとする。 

 

（利用者から受領する費用の額等） 

第 7 条 事業所は、指定短期入所を提供した際は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者

（以下、「支給決定障害者等」という。）から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利

用者負担額の支払を受けるものとする。  

２ 事業所は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、前項に掲げる利用者負担

額のほか、利用者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。  

３ 前２項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、

利用者から、次の各号に掲げる費用の支払を受けるものとする。 

(1)基本費用 

項   目 日  額 備 考 

光熱水費 ５００円  

冬季暖房費 ２４０円 （１０月～３月） 

通信費 ６０円  

日用消耗品費 １００円  

リネン費 １００円  

食材料費（朝） ２５０円  

食材料費（昼） ３００円  

食材料費（夜） ４５０円  

個別費用 

項  目 内  訳 備  考 

便宜供与費 

日常生活に必要な行

政機関等への手続き

等について、利用者ま

たは家族が行うこと

が困難な場合、利用者

の同意をえて代行し

た際に係る費用 

・資料の複写代カラーコピー１枚１０円・モノ

クロ１枚５円 

・手続き・郵送費用等実費 

・その他 

 

社会活動費 

行事やレクリエーシ

ョン等への参加にか

かる費用で、負担して

頂くことが適当であ

・行事・レク参加費用実費及び止むを得ない車

両使用の場合の実費 

・その他 
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るものに係る費用 

その他 

実習や体験利用等に

係る実費経費。 

緊急時の対応や個別

対応時に係る費用 

・個別利用費ー実習及び体験利用、その他緊急

的な施設利用に係る実費経費（上記日額費用と

同等額） 

・事故等対応費－利用者の非による事故等対応

経費実費 

・個別対応費－無料の通常送迎及び複数按分分

対象業務を除く個別対応に係る実費経費 

 

  

４ 事業所は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払っ

た支給決定障害者等に対し交付しなければならない。  

５ 事業所は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障

害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得

なければならない。  

 

（サービス利用にあたっての留意事項） 

第８条 サービスを利用するにあたって、利用者は飲酒、喫煙等に係る規則等を遵守し、宗教活

動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす行動や言動を行っては

ならないものとする。 

 

（緊急時における対応） 

第９条 事業所の従業者は、指定短期入所の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生

じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しな

ければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ず

る。 

 

（非常災害対策） 

第１０条 事業所は、防火管理者を定めるとともに、非常災害対策が起きた場合に備えて、消防

計画及び風水害、地震などに対処するための計画を策定しておくものとする。 

２ 事業所は、前項の計画に基づいて、定期的に避難・救出訓練を行うものとする。 

 

（苦情解決） 

第１１条 事業所は、提供した指定短期入所に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応す

るために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。 

２ 事業者は、提供した指定短期入所に関し、障害者総合支援法第 48条の規定により、市町村が

行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会

に、個人情報保護に鑑みつつ適切に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査に

協力するとともに、市町村から適正な助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行うものとする。 

３ 事業所は、社会福祉法第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85 条の規定により行う

調査又はあっせんに協力するものとする。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第１２条 法人及び事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を

行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。 

 

（身体拘束に関する事項） 

第１２条の２ 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。 

２ 事業所は，やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。 
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３ 身体拘束等の適正化について、指針の整備と併せ、法人の設置する虐待防止委員会にてその

対策を検討するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図るともに、研修を実施する。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１３条 法人及び事業所は、従業者の専門性向上のため研修（前条に規定する障害者等の人権

の保障、虐待の防止等の内容を含む。）の機会を次とおり設けるものとし、また、業務体制を整備

する。 

① 採用時研修  採用後１ヶ月以内 

② 継続研修   年２回 

２ 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはな

らない。 

３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者

でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 

４ 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完

結の日から５年間保存しなければならない。 

５ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業所の管理者との協議に基づいて

定めるものとする。 

 

 

 

附則 

 

この規程は、平成２３年１０月 １日から施行する。 

この規程は、平成２４年 ５月 １日から施行する。 

この規程は、平成２４年１０月 １日から施行する。 

この規程は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成２５年１２月 １日から施行する。 

この規程は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成２６年 ７月 ５日から施行する。 

この規程は、平成２７年１０月 １日から施行する。 

この規程は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

この規程は、平成２９年１１月２４日から施行する。 

この規程は、平成３１年 ２月 １日から施行する。 

この規程は、令和 元年 ６月 １日から施行する。 

この規程は、令和 ３年１０月１８日から施行する。 

 


